
（2013年11月25日　学長裁定）

研究者等は、公的研究費の原資が国民の税金にあること
を十分に理解し、研究計画に基づいて公正かつ効率的に
研究費を使用するとともに、これを厳正に管理しなけれ
ばならない。

研究者等は、公的研究費の使用及び管理にあたって、関
係法令、関係官庁からの通知及び本学の規程を遵守しな
ければならない。

研究者等は、相互の理解を深めて緊密な連携を保ち、公
的研究費の不正使用を未然に防止するように努めなけれ
ばならない。

研究者等は、取引業者との関係において、国民の疑惑や
不信を招くことがないように、慎重な配慮をもって公正
に行動しなければならない。

研究者等は、公的研究費の取扱いに関する研修等に参加
し、関係法令等に関する知識を深め、必要な事務手続き
の理解に努めなければならない。


